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別 添 

【報告基準日】 

・ 平成２６年３月１日 

 

世界遺産一覧表記載資産 保全状況報告書 

 

１．資産名称 

  富士山
ふ じ さ ん

 －信仰
しんこう

の対象
たいしょう

と芸術
げいじゅつ

の源泉
げんせん

 

 

２．所在地（県及び市町村名） 

  山梨県
やまなしけん

 富士吉田市
ふ じ よ し だ し

、身延町
みのぶちょう

、忍野村
おしのむら

、山中湖村
やまなかこむら

、鳴沢村
なるさわむら

、富士
ふ じ

河口湖町
かわぐちこまち

 

  静岡県
しずおかけん

 静岡市
しずおかし

、富士宮市
ふ じ の み や し

、富士市
ふ じ し

、御殿場市
ご て ん ば し

、裾野市
す そ の し

、小山町
おやまちょう

 

３．記載年 

  ２０１３年 

 

４．評価基準 

  （ⅲ）、（ⅵ） 

 

５．資産の適用種別（記念工作物、遺跡、建造物群の別、文化的景観の適用の有無） 

  遺跡 

  文化的景観の適用 無 

 

６．資産に影響を与える要因 

  ○来訪者の影響 

    富士山五合目以上の収容力を研究し、その成果に基づき来訪者管理戦略 

を策定する。 

 収容力は、山小屋の収容人数、登山道の浸食、トイレの処理能力、登山 

者の渋滞状況等の観点から検討を行う。 

   

○登山道等 

  富士山五合目以上の登山道及びそれらに関係する山小屋、ブルドーザー 

道のための総合的な保全手法を定める。 

  自然・景観に配慮した山小屋の修景、登山道、防護壁、「籠」等の保全、

ブルドーザーの運行状況を踏まえた環境保全手法の検討を行う。 

 

○情報提供 

  来訪者の認識・理解の促進を図るため、顕著な普遍的価値の伝達、保全 
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の取組みに関する情報提供を行うととともに、情報提供のための体制整備 

及び人材育成を行う。 

  また、情報提供にあたっては、調査研究の成果を取り入れることとする。 

 

○噴火等の災害 

  噴火に備えた広域避難計画の作成や訓練の実施を行う。 

  また、構成資産において実施されている防災設備の点検、火災予防訓練 

等の災害対策を引き続き推進する。 

 

○富士五湖 

  湖畔の建築物、モーターボート等の建築物の修景、湖の使い方について 

は、「明日の富士五湖創造会議」等の地元関係者を交えた会議において検 

討を進めるとともに、関係条例の改正を行う予定。 

 

○忍野八海 

  全体のつながりを阻害する低層建築については、「忍野八海整備活用計 

画」に基づき修景等を実施する。 

 

○白糸ノ滝 

  「名勝及び天然記念物白糸ノ滝整備基本計画」に基づき整備工事を実施

してきた。今後も、展望場を始めとした資産周辺の整備工事を実施してい

く。 

 

○富士宮口五合目 

  施設背面について、景観と調和した方法での修景を実施していく。 

 

○吉田口（富士スバルライン）五合目 

  五合目諸施設のデザインの改善に関して、関係者による協議を進める。 

 

○標識・案内板 

  看板撤去などの取組みへの助成を行うほか、公共標識類の統一を推進す 

る。 

 

○電線類 

  電線類の地中化を推進する。 

 

○登山道へ向かう自家用車・バスからの排気ガス 

  富士スバルライン、富士山スカイライン、ふじあざみラインのマイカー 

規制期間の見直しを実施した。平成２６年夏期は平成２５年夏期に比べて 

３車線ともマイカー規制期間を延長する。 
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○山麓部の開発 

  景観計画の策定等を進めるほか、山梨県においては、大規模太陽光発電

設備の設置に対応するため関係条例の改正を行う予定。 

 

○経過観察指標 

    景観の神聖さ及び美しさの各側面を反映するために、景観の定点観測地 

点の拡大、富士山信仰に関わる神事の実施状況、顕著な普遍的価値及び構 

成資産相互のつながりに関する来訪者の理解状況を経過観察の強化のため 

の指標として追加する。 

 

７．保存管理体制の状況 

  別紙体制図のとおり。 

 

８．保護措置 

  平成２５年４月１日   裾野市景観計画策定 

平成２５年１２月１０日 御殿場市景観計画策定 

  平成２５年９月１日   身延町景観計画策定 

 

 

９．予算措置 

  富士山世界文化遺産協議会（平成２３年度設置）に必要な予算を計上する予 

定であるが、平成２３年度から平成２５年度の予算計上はなし。 

 

１０．来訪者の状況 

富士山への来訪者数の推移（７・８月における各登山口八合目登山者数）       

                               単位：人 

年 
現在の富士宮口

登山道 

現在の御殿場口

登山道 
須走口登山道 吉田口登山道 合計 

平成２０年 ６４，０３４ １６，６２４ ５２，３２３ １７２，３６９ ３０５，３５０ 

平成２１年 ６７，５９０ １１，３９０ ４３，８６１ １６９，２１７ ２９２，０５８ 

平成２２年 ７８，６１４ ９，８４５ ４８，１９６ １８４，３２０ ３２０，９７５ 

平成２３年 ７２，４４１ １５，７５８ ４０，１７９ １６５，０３８ ２９３，４１６ 

平成２４年 ７７，７５５ １５，４６２ ３５，５７７ １８９，７７１ ３１８，５６５ 

※環境省八合目に設置された赤外線カウンターによる。ただし、平成２２

年には御殿場口登山道において１４日間の欠落期間がある。 
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富士山への来訪者数の推移（７・８月における各登山口五合目来訪者数）       

                               単位：人 

年 
現在の富士宮口

登山道 

現在の御殿場口

登山道 
須走口登山道 吉田口登山道 合計 

平成２０年 ４２０，２０６ ２１，００２ １１８，１１１ ９２５，９４９ １，４８５，２６８ 

平成２１年 １８９，８９４ ２２，２４４ １１８，６５１ ９０４，４７５ １，２３５，２６４ 

平成２２年 ２１２，８６８ ２５，９６８ １２１，６０７ ９０１，２１２ １，２６１，６５５ 

平成２３年 １７７，４０１ ２５，１３４ ９７，１９２ ６３８，０１８ ９３７，７４５ 

平成２４年 １８３，７８９ ３０，４６７ ７５，１７４ １，０２３，５７５ １，３１３，００５ 

※山梨県観光企画・ブランド推進課、富士宮市観光協会、御殿場市商工観

光課、小山町商工観光課の統計による。なお、「吉田口登山道」の平成２

２年の数値の算出方法は、調査手法の改定に伴い、平成２１年以前の数値

の算出方法とは異なる。 

 

主な構成資産の来訪者数の推移（年間）                                      

単位：人 

年 
西湖・精進湖・ 

本栖湖周辺 

富士山本宮 

浅間大社周辺 

山中湖・ 

忍野八海周辺 
白糸ノ滝 

平成２０年 3,377,859 1,517,059 3,440,314 517,437 

平成２１年 3,453,929 1,381,385 3,663,506 484,248 

平成２２年 1,780,097 1,341,505 834,482 443,841 

平成２３年 1,759,018 1,419,590 722,293 379,068 

平成２４年 1,845,813 1,513,223 799,648 353,888 

※山梨県観光企画・ブランド推進課、富士宮市観光協会（23 年以降は富士

宮市観光課）の統計による。なお、「西湖・精進湖・本栖湖周辺」、「山中

湖・忍野八海周辺」の平成２２年の数値の算出方法は、調査手法の改定に

伴い、平成２１年以前の数値の算出方法とは異なる。 

 

１１．その他 

平成２６年３月２６日  第４回富士山世界文化遺産協議会 



 「富士山」に係る保存管理の組織体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 
連携 協力者 

目 的：協議会が行う資産の保存

管理及びその周辺環境の

保全への協力 

 

  

富士山世界文化遺産協議会 
目  的： 資産及び周辺環境の現況の把握 

資産の保存及び整備活用に関する事項の協議       
世界遺産委員会への提出が必要な定期報告書等に関する協議 

資産の保存管理及び整備活用に取り組む団体及び個人と相互協力 等 

構  成： 山梨県・静岡県知事、山梨県・静岡県教育長、市町村長、市町村教育長、 

国（環境省、林野庁、国土交通省）の出先機関の長 

助  言： 国（文化庁、環境省、林野庁、国土交通省、防衛省） 

事務局： 山梨県・静岡県世界遺産担当 

作業部会 
役  割：「富士山包括的保存管理計画」の実施状況の把握 

協議会における協議事項の事前準備及び調整 

世界遺産委員会への提出が必要な定期報告書等に関する事前協議 

関係法令等を所管する国の機関との連携及び調整 

構  成：山梨県・静岡県、市町村、国（環境省、林野庁、国土交通省）の出先機関、 

住民代表者、資産所有者、関係団体 

事務局：山梨県・静岡県世界遺産担当 

富士山世界文化遺産 
学術委員会 

目 的：学術的な調査、協議会

への助言 

構 成：学識経験者 

 

別紙 


